
提

出

者
赤

嶺

政

賢

小

沢

和

秋

平
成
十
三
年
四
月
十
九
日
提
出

質

問

第

五

七

号

奄
美
群
島
周
辺
海
域
に
お
け
る
大
中
型
ま
き
網
漁
船
の
操
業
禁
止
区
域
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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奄
美
群
島
周
辺
海
域
に
お
け
る
大
中
型
ま
き
網
漁
船
の
操
業
禁
止
区
域
に
関
す
る
質
問
主
意
書

奄
美
群
島
は
、
大
島
本
島
、
喜
界
島
、
徳
之
島
、
沖
永
良
部
島
、
与
論
島
な
ど
の
島
嶼
群
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
奄
美
周

辺
海
域
は
、
珊
瑚
礁
に
囲
ま
れ
、
黒
潮
の
影
響
に
よ
っ
て
、
か
つ
お
、
ま
ぐ
ろ
、
あ
じ
、
む
つ
、
か
ん
ぱ
ち
、
め
だ
い
、
い
か

な
ど
多
種
少
量
の
漁
業
資
源
が
生
息
、
回
遊
し
て
い
る
。
奄
美
の
漁
業
者
は
、
離
島
と
い
う
ハ
ン
デ
ィ
を
背
負
い
な
が
ら
、
漁

具
、
漁
法
、
漁
場
や
養
殖
種
苗
の
開
発
に
努
力
を
重
ね
つ
つ
、
主
と
し
て
一
本
釣
り
、
は
え
縄
、
曳
縄
漁
業
等
行
っ
て
い
る
。

し
か
し
一
九
八
二
年
頃
か
ら
鹿
児
島
県
外
の
大
中
型
ま
き
網
漁
船
の
奄
美
周
辺
海
域
で
の
操
業
以
来
、
沿
岸
水
産
資
源
の
減
少

は
著
し
く
、
沿
岸
零
細
漁
民
は
、
将
来
に
対
し
て
大
き
な
不
安
を
抱
い
て
い
る
。
特
に
、
奄
美
の
大
中
型
ま
き
網
漁
船
の
操
業

禁
止
区
域
が
、
奄
美
海
域
の
距
岸
か
ら
四
千
メ
ー
ト
ル
と
狭
い
範
囲
の
水
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
き
網
船
操
業
に
よ
る
漁
業

資
源
の
枯
渇
が
進
行
し
、
沿
岸
零
細
漁
民
の
漁
家
経
営
の
悪
化
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
資
源
保
存
・
管
理
の
面
か
ら
も
看
過
で

き
な
い
問
題
で
あ
り
早
期
解
決
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

奄
美
群
島
の
漁
業
者
は
、
主
に
鹿
児
島
県
外
の
大
中
型
ま
き
網
漁
船
に
よ
る
長
年
に
わ
た
る
奄
美
周
辺
海
域
の
操
業
に

よ
っ
て
、
水
産
資
源
の
枯
渇
状
況
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
水
産
庁
は
ど
う
い
う
現
状
認
識
を

一



も
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
水
産
庁
は
奄
美
周
辺
海
域
の
水
産
資
源
の
枯
渇
状
況
及
び
沿
岸
零
細
漁
民
の
漁
家
経
営
の
実
情
に

つ
い
て
把
握
し
て
い
る
か
、
把
握
し
て
い
る
と
す
れ
ば
そ
の
実
態
が
ど
う
い
う
も
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

奄
美
群
島
の
漁
業
者
は
、
奄
美
周
辺
海
域
の
水
産
資
源
が
枯
渇
状
況
に
あ
り
、
沿
岸
漁
業
の
振
興
も
著
し
く
阻
害
さ
れ
て

お
り
、
資
源
の
保
存
・
管
理
は
急
務
を
要
す
る
と
訴
え
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
水
産
庁
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
対
策
が

必
要
だ
と
考
え
て
い
る
の
か
。

三

奄
美
群
島
の
漁
業
者
は
、
水
産
資
源
の
保
存
・
管
理
、
沿
岸
零
細
漁
民
の
漁
家
経
営
の
安
定
・
維
持
の
た
め
に
、
奄
美
群

島
周
辺
水
域
に
お
け
る
大
中
型
ま
き
網
漁
船
の
操
業
禁
止
区
域
を
、
現
行
の
距
岸
四
千
メ
ー
ト
ル
を
二
万
メ
ー
ト
ル
に
拡
大

す
る
こ
と
を
強
く
要
求
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
の
か
。

四

大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
奄
美
の
漁
業
者
が
求
め
て
い
る
資
源
の
保
存
・
管
理
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
理
解
を
示
し
、

同
様
の
認
識
を
持
っ
て
い
る
が
、
ま
き
網
漁
船
の
操
業
禁
止
区
域
の
拡
大
が
実
施
さ
れ
た
場
合
、
ま
き
網
漁
業
の
経
営
悪

化
、
ま
き
網
漁
業
で
成
り
立
っ
て
い
る
町
村
の
衰
退
に
繋
が
る
と
し
て
危
機
感
を
持
っ
て
お
り
、
ま
き
網
漁
船
の
操
業
禁
止

区
域
の
拡
大
に
難
色
を
示
し
て
い
る
。
仮
に
ま
き
網
漁
船
の
操
業
禁
止
区
域
を
拡
大
し
た
場
合
に
、
ま
き
網
漁
業
者
が
被
る

漁
業
経
営
の
悪
化
、
ま
き
網
業
を
基
幹
産
業
と
し
て
い
る
町
村
の
衰
退
と
い
う
困
難
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

二



る
。
こ
れ
に
対
し
て
国
と
し
て
な
ん
ら
か
の
対
策
を
講
ず
る
用
意
が
あ
る
の
か
。
ま
た
、
こ
の
問
題
は
、
双
方
の
漁
業
関
係

者
の
納
得
い
く
十
分
な
話
し
合
い
を
も
と
に
水
産
庁
が
積
極
的
に
関
わ
っ
て
解
決
を
は
か
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

五

奄
美
群
島
に
お
け
る
現
行
の
大
中
型
ま
き
網
漁
船
の
操
業
禁
止
区
域
は
、
一
九
六
三
年
二
月
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

（
一
九
六
三
年
二
月
一
日
『
農
林
省
告
示
第
九
六
号
』
）
。

こ
の
告
示
に
よ
っ
て
、
奄
美
群
島
は
距
岸
か
ら
四
千
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域
と
さ
れ
、
沖
縄
は
二
万
メ
ー
ト
ル
、
対
馬
が

一
万
二
千
六
百
五
十
六
メ
ー
ト
ル
、
佐
渡
島
が
九
千
四
百
九
十
二
メ
ー
ト
ル
、
隠
岐
島
が
一
万
二
千
六
百
五
十
六
メ
ー
ト
ル

と
、
操
業
禁
止
区
域
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
が
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
条
件
を
基
に
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
た
の
か
、
そ
の

経
緯
と
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

六

大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
が
、
奄
美
群
島
の
大
中
型
ま
き
網
漁
船
の
操
業
禁
止
区
域
四
千
メ
ー
ト
ル
以
内
で
操
業
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
ま
き
網
漁
船
に
係
る
操
業
条
件
に
違
反
す
る
行
為
だ
と
思
う
が
そ
の
通
り
か
。
そ
の
場
合
に
、
ま
き
網
漁
船
の

漁
業
許
可
一
斉
更
新
の
際
に
、
そ
の
違
法
操
業
が
漁
業
法
五
十
七
条
（
許
可
又
は
起
業
の
認
可
に
つ
い
て
の
適
格
性
）
に
基

づ
き
適
格
性
を
有
し
な
い
と
し
て
、
許
可
を
し
な
か
っ
た
事
例
は
過
去
に
お
い
て
あ
る
の
か
。

七

二
〇
〇
二
年
八
月
一
日
の
大
中
型
ま
き
網
漁
船
の
漁
業
許
可
の
一
斉
更
新
に
あ
た
り
、
奄
美
周
辺
海
域
で
操
業
す
る
大
中

三



型
ま
き
網
漁
船
の
漁
業
許
可
更
新
の
際
に
は
、
操
業
区
域
、
操
業
条
件
等
に
つ
い
て
、
ま
き
網
漁
業
関
係
者
だ
け
で
な
く
、

奄
美
の
漁
業
関
係
者
（
奄
美
群
島
水
産
振
興
協
議
会
）
等
の
意
見
を
聴
取
す
る
機
会
を
是
非
つ
く
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、

そ
の
意
思
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

四


